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はじめに 

本市では、市内の幼稚園・保育所（園）において、平成２１年から幼保一元化の実施に向け取り組ん

でいきます。 

 「宍粟市就学前の子どもの教育と保育のあり方基本方針」に基づき、子どもにとってより良い教育・

保育環境の体制の構築に向け、具体的に推進計画を策定し、計画的に推進していきます。 

 

 

１ 基本理念 

宍粟市総合計画に掲げる将来像である、『人と自然が輝き みんなで創る 夢のまち』の実現を目指し、

宍粟市少子化対策推進総合計画の基本理念である、『みんなで子育て・子どもが輝くまち』を、宍粟市の

就学前の子どもの教育と保育のあり方の基本理念として位置付け、「安心して子どもを生み育てることの

できるまちづくり」、「子育てに誇りや喜びが実感できるまちづくり」、「子育てをみんなで支え合うまち

づくり」に取り組みます。 

 

２ 基本目標 

 ①すべての子どもと家庭への支援 

   集団生活を通じ、子ども同士の遊びや自然とのふれあいの中で、自ら育つ力を伸ばすとともに豊

かな人間性と社会性が養われる子育てと、子育ての孤立化等の問題を踏まえ、広くすべての子ども

と家庭への支援に取り組みます。 

 ②地域における子育ての支援 

   保育サービスを充実し育児と仕事の両立を支援するとともに、すべての子育て家庭がゆとりを持

って、子どもと接することができるよう地域との繋がりや協力体制の充実に取り組みます。 

 

３ 幼保一元化の推進 

  「すべての子どもと家庭への支援」「地域における子育ての支援」に取り組むため、これまでの制度

の中で位置づけられてきた教育と保育の枠組みを再検討し、一体的かつ総合的に推進する新たな体制

作りを確立しなければなりません。 

少子化の進行に伴う、核家族化や女性の社会進出など社会環境、生活環境の変化により、保護者が

望む就学前の幼児に対する教育内容や子育て支援は多様化し、幼稚園においては、保育ニーズの高ま

りとともに、預かり保育を取り入れるなど保育機能が付加され、保育所においては、教育的要素の充

実が図られるなど、両施設が実態としてはかなり類似した施設となってきており、幼稚園・保育所が

それぞれの独自性を発揮しつつ、相互の連携を強化し、多様な保育活動、総合的な子育て支援活動を

行うことが求められています。 

宍粟市においても、少子化が進み子どもの数が年々減少の一途を辿っており、子どもの集団規模が

小規模化している中、多様なニーズや社会環境の変化に対応できる幼稚園・保育所の再編など就学前

の子どものより良い教育・保育環境の構築が必要となってきています。 

基本方針 
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１．実施期間 

 幼保一元化を推進する期間は、平成２１年度から平成３０年度の１０ヵ年を目標として、

全市・全中学校区での幼保一元化を目指します。 

 

２．実施区域及び園区 

 幼保一元化を実施する区域については、通園距離・時間等を考慮し、現行の中学校区を単

位とします。 

 また、原則、幼児教育を行う幼稚園と保育に欠ける子どもを保育する保育所（園）、さら

に、子育て支援機能を併せ持った幼保一元化施設（以下「（仮）こども園」という。）の園区

については、（仮）こども園の属する中学校区を園区とします。（中学校区に複数のこども園

を設置する場合は、その園が包括する区域を園区とする。） 

 ただし、保護者等の就労等の理由により、園区内の（仮）こども園に入園（所）させるこ

とが出来ない場合はこの限りでない。 

 

３．（仮）こども園の規模 

 １）子ども集団の適正規模 

  子どもにとってより良い教育・保育が受けられる適正な集団規模（４、５歳児）は、   

１学級２５人から３０人（１学級定員：３０人以下）が最も望ましい規模と考えます。 

  また、施設としては、最低でも４、５歳児合わせて２５人を下回らない子ども集団が確

保されていることを基本として、現行の園区及び地域において４、５歳児が２５人を下回

る園所及び地域を優先的に適正規模化の対象として、幼保一元化の推進を図ります。 

 

２）（仮）こども園の規模 

  子どもの適正規模により、（仮）こども園としての規模は、中学校区内の子ども人数や

民間保育所等、教育・保育環境基盤の現状を検証し、４、５歳児の子どもが概ね５０人～

１２０人（各１クラス～２クラス程度）を受け入れられる規模とし、０歳～３歳児の受け

入れ枠についても地域の子ども数等を加味し決定するものとします。 

   

 

 

Ⅰ 幼保一元化基本計画 
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４．実施内容等 

 （仮）こども園は、幼稚園と保育所及び子育て支援の機能を併せ持つ園として、保育に欠

ける欠けないに関わらず受け入れて、子どもの教育、保育を一体的に行います。 

 

 幼児教育活動 

  宍粟市の４、５歳児の幼児教育活動については、「教育基本法」及び「学校教育法」並

びに「幼稚園教育要領」を基本に策定した、「宍粟市における今後の幼児教育の方針」に

基づき、次代を担う子どもたちが人間として心豊かにたくましく生きる力を身につけられ

るよう、生涯にわたる人間形成の基礎を培う教育活動に取り組みます。 

 【教育の目標】 

  ① 健康安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発

達を図ります。 

  ② 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに、家族や身近な人へ

の信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養います。 

  ③ 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と

態度及び思考力の芽生えを養います。 

  ④ 日常の会話や絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとと

もに、相手の話を理解しようとする態度を養います。 

  ⑤ 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生

えを養います。 

 

 保育活動 

  宍粟市の目指す保育は、「保育所保育指針」にのっとり、家庭との緊密な連携の下に子

どもの状況や発達段階を踏まえ、園所における環境を通して養護及び教育を一体的に行い

ます。 

 【保育の目標】 

  ① くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定

を図る。 

  ② 生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培う。 

  ③ 人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育て

るとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培う。 

  ④ 生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心

情や思考力の芽生えを培う。 

  ⑤ 生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解し

ようとするなど、言葉の豊かさを養う。 

  ⑥ 様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培う。 
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     保育活動 

降
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 子育て支援活動 

  すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談や親子の集いの場の提供など、

子育て支援機能を充実させます。 

  ① 子育て家庭への保育所機能の開放（施設及び設備の開放、体験保育等） 

  ② 子育て等に関する相談や援助の実施 

  ③ 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進 

  ④ 地域の子育て支援に関する情報の提供 

 

５．対象児及び保育時間 

  １）幼児教育活動 

   全４、５歳児を対象に、幼稚園教育要領に基づく４時間を標準として、この４時間に

給食時間・降園準備時間を加えた、８時～１３時を基本として実施します。(土日、祝

日、長期休暇等は除く) 

 

  ２）保育活動 

   ０歳～５歳児を対象とし、保育所保育指針に基づく時間を標準として８時～１８時ま

でとし、年間を通し実施することを基本とします。(日、祝日、年末年始は除く) 

   また、保護者ニーズやその地域の実情等に合わせ、延長保育や一時保育などの特別保

育事業の取り組については、施設毎に検討します。 

   

【基本的な利用形態】 

        8:00                12:00  13:00              18:00 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

６．利用料 

 （仮）こども園は幼稚園機能と保育所機能を兼ね備えたものであるが、現行の幼稚園・保

育所とは異なった園になります。幼稚園保育料（一定額負担）と保育所保育料（所得に応じ

た負担）の基本的な考え方に差異のある保育料を基本に（仮）こども園の利用料設定をする

 
４歳児 
５歳児 

０歳児～ 
 ３歳児 

降
園 保育活動 

幼児教育活動 
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と、幼児教育活動に係る利用料と８時から１８時までの利用料（以下「長時間利用料」とい

う。）との間にサービスの量的負担割合の不均一が生じることとなります。 

 目指す（仮）こども園の利用料は、公正・公平性の観点から所得に応じた負担を基本とし、

幼児教育活動に係る利用料は、長時間利用料の半額若しくは長時間保育に係る時間数に対す

る幼児教育活動の時間数の割合などにより設定することが基本であると考えます。 

 しかしながら、全中学校区に（仮）こども園が整備される期間中は、幼稚園施設、保育所

施設、幼保一元化施設が混在することとなるため、同種の幼児教育内容をそれぞれの施設が

提供していることとなり、サービスに対する負担の公平性を考慮すると、幼保一元化を推進

する中にあって当面は、幼児教育活動に係る利用料は、国が示す幼稚園保育料を基本に給食

費、教材費等を加味した額とし、（仮）こども園の基本的な利用料設定については、実績や

社会情勢等を検証する中で検討していくものとします。 

  

７．給食 

 （仮）こども園では、原則、自園方式での給食を行うものとします。 

 ただし、外部搬入による給食の提供も認められるため、それぞれ地域等の実情に合わせ、

民間等による給食も含め検討することとします。 

 

８．通園方法 

 「安心・充実した就学前の幼児教育・保育環境の提供」と「少子化対策」の観点から、通

園手段の確保をします。 

 現在、旧町域において幼稚園児・保育所児の送迎方法や利用料等がまちまちであるため、

通園に係る市の考え方を幼保一元化の推進に合わせ統一します。 

 

９．推進の方策 

 基本的には、「民間で出来るものは民間で」という視点で、公立と民間の役割を明確にし、

安定的な運営に考慮しながら、これまでの水準を低下させることなく、幅広い柔軟な対応が

可能となるしくみを検討します。 

 具体的には、全ての（仮）こども園は、「宍粟市における今後の幼児教育の方針」に基づ

く幼児教育が確保されていることを基本として、 

① それぞれの中学校区における幼保一元化においては、市内の保育所等と協議をし、

（仮）こども園の民間での運営の可能性を検証します。 

② 結果として、（仮）こども園の民間運営が困難である又は相当の期間を要することと

なる場合等においては、段階的な取り組みとして幼稚園と公立保育所の再編（公立の

幼保一元化）又は、幼稚園の再編を進め、子ども集団の適正規模化を図ります。 

 



6 
 

10．幼保一元化の体制整備 

幼保一元化を推進する前提として、４、５歳児の幼児教育の取り組みの方向性を示した「宍

粟市における今後の幼児教育の方針」（教育委員会策定）を基本に、家庭・地域社会・園の

三者連携による幼児の健やかな成長を目指し、全ての子どもが、均しくかつ安全で安心して

幼児教育・保育を受けることが出来る体制を構築し、（仮）こども園はもとより既存の幼稚

園、保育所（私立保育所含む）においても、幼児教育が確保されるしくみづくりに取り組み

ます。 

 このため、それぞれ園所の指導者の合同研修やそれぞれの運営方針に基づく幼児教育の評

価（外部評価等を含む）体制等を確立し、０歳～５歳児が同一施設で安全に安心して伸び伸

びと幼児教育が受けられる、施設面の条件整備にも取り組みます。 

また、現在、学遊館及び各市民局の保健福祉センター内に設置されている子育て支援セン

ター事業と（仮）こども園で実施する子育て支援活動の機能や役割を明確にし、地域の子育

て家庭にとって利用しやすいしくみづくりに取り組みます。
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 各中学校区における、幼保一元化の目標は次のとおりとします。 

 

１．山崎西中学校区（土万小学校区含む） 

 当該中学校区は市の中心部であり、山崎・菅野・土万（三土中学校区）幼稚園とかしわの

保育所（公立）、聖旨保育園、みのり保育園、若葉保育園の３幼稚園、４保育所（園）があ

り、子ども数も最も多い中学校区であるため、施設の規模等を考慮すると複数の（仮）こど

も園の整備が必要となります。 

 通園距離・時間や子ども数を考慮し、菅野・土万地域での（仮）こども園と山崎地域での

（仮）こども園の整備を進めます。 

 

  【目指す（仮）こども園】          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【目指す（仮）こども園】      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮）こども園【施設規模：９０人】 

Ⅱ 幼保一元化の目標 

菅野幼稚園 

土万幼稚園 

民間保育所 

（若しくは民営化） 

（仮）こども園【施設規模：１６０人】 

山崎地域 

山崎幼稚園 
民間保育所 

（若しくは民営化） 

かしわの保育所 

菅野・土万地域 



8 
 

２．山崎南中学校区 

 当該中学校区は市の南部にあり、城下幼稚園、戸原保育所（公立）、城東保育所（公立）、

くりのみ保育園、段ちびっこ園の１幼稚園、４保育所（園）があります。 

 子ども集団の適正規模等から考慮し、当該中学校区における（仮）こども園は１ヵ所の整

備を進めます 

 

   

  【目指す（仮）こども園①】         

 

 

 

 

 

 【目指す（仮）こども園②】          

 

 

【目指す（仮）こども園③】          

（仮）こども園【施設規模：１６０人】 

城下幼稚園 

城東保育所 

戸原保育所 

民間保育所 

（若しくは民営化） 

城下・戸原地域 

（仮）こども園【施設規模：１２０人】 

城下幼稚園 

城東保育所 

民間保育所 

（若しくは民営化） 

（仮）こども園【施設規模：６０人】 

戸原保育所 
民間保育所 

（若しくは民営化） 

地域の特性や地元との過去からの経緯により、戸原地域単独での（仮）こども園の設

置を想定した場合 

城下地域 

戸原地域 
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３．山崎東中学校区 

 当該中学校区は、河東幼稚園、神野幼稚園、伊水幼稚園、都多幼稚園、ののはな保育園の

４幼稚園、１保育所（園）があります。 

 子ども数も多い中学校区であり、中学校区の範囲も広く、複数の（仮）こども園の整備が

必要となります。 

 通園距離・時間や子ども数を考慮すると、河東・神野地域での（仮）こども園と伊水・都

多の蔦沢地域での（仮）こども園の整備を進めます。 

 

 

  【目指す（仮）こども園】 

         

 

  

  【目指す（仮）こども園】 

 

 

（仮）こども園【施設規模：１６０人】 

河東幼稚園 

神野幼稚園 

民営化の検証 

河東・神野地域 

（仮）こども園【施設規模：９０人】 

伊水幼稚園 

民間保育所 

（若しくは民営化） 

蔦沢地域 

都多幼稚園 

神野幼稚園 
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４．一宮南中学校区 

 当該中学校区は、神戸幼稚園、染河内幼稚園、一宮南保育所（公立）、一宮ひかり保育園

の２幼稚園、２保育所（園）があります。 

 子ども集団の適正規模等から考慮し、当該中学校区における（仮）こども園は１ヵ所の整

備を進めます。 

 

 

   

 

【目指す（仮）こども園】          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮）こども園【施設規模：１６０人】 

神戸幼稚園 

染河内幼稚園 

一宮南保育所 

民間保育所 

（若しくは民営化） 

神戸・染河内地域 
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５．一宮北中学校区 

 当該中学校区は、下三方幼稚園、三方幼稚園、繁盛幼稚園、一宮北保育所（公立）の３幼

稚園、１保育所があり、全て公立施設であります。 

 当該中学校区においては、子ども集団の適正規模等から考慮すると、（仮）こども園は１

ヵ所の整備とし、公立施設の再編を進めます。 

 

 

 

   

 

【目指す（仮）こども園】          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮）こども園【施設規模：９０人】 

下三方幼稚園 

三方幼稚園 

一宮北保育所 

民営化の検証 

下三方・三方・繁盛地域 

繁盛幼稚園 
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６．波賀中学校区 

 当該中学校区は、波賀幼稚園、野尻幼稚園、道谷へき地保育所（公立）、波賀みどり保育

園の２幼稚園、２保育所（園）があります。 

 子ども集団の適正規模等から考慮し、当該中学校区における（仮）こども園は１ヵ所の整

備を進めます。 

 

 

 

   

 

【目指す（仮）こども園】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮）こども園【施設規模：９０人】 

波賀幼稚園 

野尻幼稚園 

道谷へき地保育所 

民間保育所 

（若しくは民営化） 

波賀・野原・道谷地域 
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７．千種中学校区 

 当該中学校区は、千種幼稚園、千種北幼稚園（H２１より休園）、千種杉の子保育園の２

幼稚園、１保育所（園）があります。 

 子ども集団の適正規模等から考慮し、当該中学校区における（仮）こども園は１ヵ所の整

備を進めます。 

 また、子ども数の推移からすると、将来的に当該中学校区のみでは子ども集団の適正規模

が維持できない状況が推測されるため、他の中学校区との適正規模化も視野に入れた検討も

する必要があります。 

 

 

 

   

 

【目指す（仮）こども園】       【H21～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮）こども園【施設規模：７０人】 

 

千種幼稚園 

民間保育所 

（若しくは民営化） 

公立・民間との幼保連携保育 

千種幼稚園 

千種南・千種東・千種北地域 

合同保育、合同研修等 

民間保育所 

（仮）こども園（民営）における幼児教育

の確保の検証 
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山
崎
南
中
学
校
区 

児
童
数 

城下 ６０ ３５ ４３ ５６ ３７ ４５ ２７６  

戸原 １２ １０ ９ １３ １１ １４ ６９  

計 ７２ ４５ ５２ ６９ ４８ ５９ ３４５  

城下幼稚園 

定数：120人 

19     １９ １８ ３７  

20     ２４ ２１ ４５  

21     ２３ ２３ ４６  

戸原保育所（６０） ０ ６ ７ １１ ７ １４ ４５  

城東保育所（６０） ０ １０ １３ １７ ４ １０ ５４  

くりのみ保育園（６０） ４ ９ １１ １６ １５ １７ ７２  

段ちびっこ園（２０） １ ５ ４ ５ ５ ４ ２４  

 

 小学校区等 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 備考 

山
崎
西
中
学
校
区 

児
童
数 

山崎 ８４ ６８ ８６ ７９ ６５ ８８ ４７０  

菅野 １６ １１ ２０ ２０ １７ １６ １００  

土万 ５ ２ ６ ５ ８ ５ ３１  

計 １０５ ８１ １１２ １０４ ９０ １０９ ６０１  

山崎幼稚園 

定数：180人 

19     ４２ ５１ ９３  

20     ４３ ５６ ８９  

21     ３１ ４１ ７２  

菅野幼稚園 

定数：90人 

19     ２ ６ ８  

20     ８ ３ １１  

21     ２ １０ １２  

土万幼稚園 

定数：60人 

19     ３ ３ ６  

20     ４ ３ ７  

21     ５ ５ １０  

かしわの保育所（６０） ４ ２ ６ １３ １３ ６ ４４  

聖旨保育園（６０） ４ １４ １５ １５ １１ １３ ７２  

みのり保育園（６０） ４ ５ １５ ２０ １３ ８ ６５  

若葉保育園（６０） ３ １６ １４ １７ １０ １４ ７４  

 小学校区等 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 備考 

年齢別児童数及び施設別入園（所）児状況 
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一
宮
南
中
学
校
区 

児
童
数 

神戸 ２９ ２５ ３３ ２２ ３３ ３４ １７６  

染河内 ９ １７ ７ １２ １３ ７ ６５  

計 ３８ ４２ ４０ ３４ ４６ ４１ ２４１  

神戸幼稚園 

定数：120人 

19     ３２ ３６ ６８  

20     ２７ ３２ ５９  

21     ２９ ２７ ５６  

染河内幼稚園 

定数：60人 

19     ７ １１ １８  

20     ７ ７ １４  

21     １１ ７ １８  

一宮南保育所（６０） １ ７ ７ ９ ０ ０ ２４  

一宮ひかり保育園（６０） １ １３ １５ １８ ５ ９ ６１  

 小学校区等 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 備考 

山
崎
東
中
学
校
区 

児
童
数 

河東 ３５ ３１ ２２ ３４ ３４ ２７ １８３  

神野 ２２ ２８ ３０ ２２ ２６ ２８ １５６  

伊水 １２ １４ １１ １７ １４ ９ ７７  

都多 ７ ４ ７ ５ ５ ９ ３７  

計 ７６ ７７ ７０ ７８ ７９ ７３ ４５３  

河東幼稚園 

定数：120人 

19     ２６ ２４ ５０  

20     ９ ２９ ３８  

21     ２０ １２ ３２  

神野幼稚園 

定数：90人 

19     １７ １７ ３４  

20     １６ １９ ３５  

21     １３ １７ ３０  

伊水幼稚園 

定数：60人 

19     ７ ５ １２  

20     ３ ７ １０  

21     ７ ４ １１  

都多幼稚園 

定数：60人 

19     ４ ６ １０  

20     ７ ４ １１  

21     ４ ７ １１  

ののはな保育園（４５） ０ １０ ８ １１ １４ １３ ５６  

 

 小学校区等 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 備考 
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 小学校区等 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 備考 

一
宮
北
中
学
校
区 

児
童
数 

下三方 ８ １２ ５ ６ ８ ７ ４６  

三方 １２ ６ １３ １３ １１ １１ ６６  

繁盛 １０ ９ １１ ８ ７ ８ ５３  

計 ３０ ２７ ２９ ２７ ２６ ２６ １６５  

下三方幼稚園 

定数：60人 

19     ３ ７ １０  

20     ６ ３ ９  

21     ７ ７ １４  

三方幼稚園 

定数：60人 

19     １３ １４ ２７  

20     １０ １２ ２２  

21     ９ １０ １９  

繁盛幼稚園 

定数：60人 

19     ３ １２ １５  

20     ８ ３ １１  

21     ７ ７ １４  

一宮北保育所（３０） ２ ７ １０ １７ ０ ０ ３６  

 

 小学校区等 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 備考 

波
賀
中
学
校
区 

児
童
数 

波賀 ２４ ２０ １９ ２６ ２９ ２７ １４５  

野原 ４ ３ ３ ５ ３ ４ ２２  

道谷 １ ０ ０ ０ ２ ０ ３  

計 ２９ ２３ ２２ ３１ ３４ ３１ １７０  

波賀幼稚園 

定数：120人 

19     １７ ２５ ４２  

20     ２５ １７ ３６  

21     ２２ １９ ４１  

野尻幼稚園 

定数：40人 

19    １ １ ２ ４  

20    １ １ ３ ５  

21    ３ １ ２ ６  

波賀みどり保育園（６０） １ ９ ９ ９ ８ ７ ４３  

道谷へき地保育所（２０） ０ ０ ０ ０ ２ ０ ２  
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千
種
中
学
校
区 

児
童
数 

千種南 １４ １１ １６ １７ ２３ １７ ９８  

千種東 ２ １ ２ ０ １ １ ７  

千種北 １ １ ０ １ ２ ２ ７  

計 １７ １３ １８ １８ ２６ ２０ １１２  

千種幼稚園 

定数：120人 

19     ２２ ２７ ４９  

20     １３ ２１ ３４  

21     ２２ １４ ３６  

千種北幼稚園 

定数：25人 

H21より休園 

19     ３ ４ ７  

20     ０ ３ ３  

21         

千種杉の子保育園（３０） １ ６ ９ ８ ４ ６ ３４  

 

 

 

 

 

 

各中学校区における幼保一元化の早期実現を目指し、既に子ども集団が小規模化している

地域（園所）から優先的にその取り組みを推進していきます。 

 

１．適正規模化等の方法 

 現在において、既に子ども（４、５歳児）集団の最低規模（１施設概ね２５人以下）を過

去３年連続して下回る地域及び幼稚園等が９園所と全園所（幼稚園１８園（うち１園は休園、

1 園はへき地保育所））の半数を占めており、子ども集団の適正規模化には早急に取り組む

必要があるため、該当の９施設を優先的に、幼保一元化及び子ども集団の適正規模化の推進

を図ることとします。  

 基本的には、当該年度において総園児数（各年度の５月１日現在の園児数）が適正人数（適

正規模）の最低である、概ね２５人を２年連続（当該年度・前年度）で下回り、かつ、過去

からの就園率等から推計し、翌年度も概ね２５人を上回ることが困難と予測される幼稚園に

ついて適正規模化を図ることとし、当該幼稚園が所在する中学校区内の他の幼稚園と再編す

るものとします。 

 また、公立保育所が設置・運営されている地域については、幼稚園の適正規模化のみだけ

でなく、幼稚園・保育所を合わせて公立施設の再編を検討するものとし、幼保一元化に相当

の期間を要することが見込まれる場合は、保育所施設の効率的・効果的運営や多様なニーズ

に柔軟に対応するため、公立保育所の民営化の可能性についても検討することとします。 

 小学校区等 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 備考 

Ⅲ 実施計画 
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【平成１９年度～平成２１年度の３ヵ年連続して、１施設２５人を下回る施設】 

中学校区 施設名 Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 備考 

山崎西中学校区 

（土万小学校区含む） 

菅野幼稚園 ８ １１ １２  

土万幼稚園 ６ ７ １０  

山崎東中学校区 
伊水幼稚園 １２ １０ １１  

都多幼稚園 １０ １１ １１  

一宮南中学校区 染河内幼稚園 １８ １４ １８  

一宮北中学校区 
下三方幼稚園 １０ ９ １４  

繁盛幼稚園 １５ １１ １４  

波賀中学校区 
野尻幼稚園    ※１ ４ ５ ６  

道谷へき地保育所 ※２ ２ ４ ２  

千種中学校区 千種北幼稚園 ７ ３ － Ｈ21～休園 

 ※１ 野尻幼稚園は３歳児保育も実施   

※２ 道谷へき地保育所は、保育所であるが、その運用は幼稚園の形態と相違はない。 

 

 

 

 

 


